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0

500○ 我が国で進行するマンションと居住者の両方における高齢化に対応するため、マンションを巡る現状を把握し、課題を幅広

く整理した上で、区分所有法制の見直しの動向も踏まえながら、法制審議会と「車の両輪」として、マンションの管理・修繕、

再生のための施策について、総合的に検討を行う。

○ マンションを巡る課題を洗い出した上で、現時点で考えられる政策の方向性をとりまとめ、マンション政策全般に係る大綱

として位置づける。

今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめの概要

建替え等に関する現状・課題、施策の方向性管理・修繕に関する現状・課題、施策の方向性

③ 管理不全マンションへの対応

○ 区分所有者等の所在が十分に把握できず、総会開催や管理費等の徴収に支障が発生。
⇒ 区分所有者名簿等の更新の仕組みについて検討を行う。 等
○ 管理不全マンションに対して助言・指導・勧告を行っても、合意形成ができず是正に至らないおそれ。
⇒ 地方公共団体の権限の強化について検討を行う。 等

④ 管理組合役員の担い手不足への対応

○ 管理会社が管理者となる形式の外部専門家の活用が増加しつつあるが、留意事項等が不明確。
⇒ 実態把握を進め、留意事項等をまとめたガイドラインの整備等を行う。 等

① マンションの長寿命化の推進

② 適切な修繕工事等の実施

⑤ 定期借地権マンションの今日的評価

○ 定期借地契約の終了後に、継続して建物を使用したい場合等の具体的な対応が不明確。
⇒ 契約期間終了後の具体的な対応等について、実務上必要とされるノウハウの整理を行う。 等

⑥ 大規模マンション特有の課題への対応

○ 大規模マンションでは取扱う金額（管理費、修繕積立金）に見合った監査体制となっていない。
⇒ 大規模マンションにおける監査のあり方について、専門家の活用を念頭に検討を行う。 等

➀ 円滑な建替え事業等に向けた環境整備

○ 建替え後のマンションの住戸面積基準（原則、50 ㎡以上
など）が、区分所有者の費用負担の増加につながるなど、
建替えの推進にあたっての隘路となっている場合がある。

⇒ 世帯人数の変化や地方公共団体の意見等も踏まえ、面
積基準の引下げや必要性等について検討を行う。 等

○ 既存不適格の場合、形態規制（容積率や日影規制な
ど）が制約となって、事業性や合意形成の確保が困難と
なっている場合がある。

⇒ 地方公共団体が行う独自の緩和事例等を収集、横展開
を図る。 等

○ 団地型マンションの再生に向けてこれまで講じてきた施策の活用状況等について検証が必要。
⇒ これまでの施策の活用状況、現行の規制や各種ガイドライン・マニュアルの内容を踏まえた行政の運用

実態、事業者の建替えニーズ等の把握を進める。等

➁ 多様なニーズに対応した事業手法
○ 余剰容積率の減少や仮移転に伴う引越し負担の重さから、非現地での住み替えを行うニーズが増える

との指摘あり。
⇒ 非現地に住み替えを行う区分所有者の負担軽減に向けた検討を行う。 等
○ 隣接地や底地の権利者が事業に協力が得られない場合、建替え事業が進捗しない場合がある。
⇒ 隣接地や底地の権利者が建替え事業に参加しやすい方策について検討を行う。 等
○ 法制審議会で検討している区分所有建物の再生、区分所有関係の解消に関する新たな仕組みに対

応した事業手続きがなく、安定的な事業遂行の支障となるおそれ。
⇒ 必要な事業手続きの整備に向けた検討を行う。 等

➂ 自主建替えの円滑化

○ デベロッパー等が参加しない建替えの実施にあたり、管理組合や区分所有者が主体性をもって事業を
実施するためのノウハウが未整理。

⇒ 自主建替えにおける実態把握や金融支援、専門家活用のあり方に関する検討を踏まえ、マニュアル
の整備等を進める。 等

2022年 2042年

445万戸
(万戸)

29万戸
築40年以上 築30年～ 築20年～ 築20年未満

世帯主が70歳以上の住戸の割合急増する築40年超のマンション

261万戸

検討会の趣旨

○ 建替えの困難性を踏まえると、全てのマンションで建替えを行うことは
非現実的。マンションの寿命を意識した上で、長寿命化を進める観
点からの意思決定を行う環境の整備が必要。

⇒ 「マンション長寿命化促進税制」の周知を通じ、意識啓発を図る。

○ 「段階増額積立方式」で大幅な積立金の引上げが必要な場合、予定通り
引上げできないおそれ。

⇒ 適切な修繕積立金の引上げ幅等について検討を行う。 等
○ 管理組合がよりよい設計コンサルタントを選択することが困難となっている。
⇒適切な設計コンサルタントを判別しやすくする仕組みについて検討を行う。 等
○ マンションはいずれは寿命が到来し、周辺への悪影響を防止する観点から、

区分所有者の責任と負担によって除却が必要となる場合があるが、管理組
合において、解体費用等の確保に係る議論が行われていない。

⇒解体費用の相場の把握とともに、管理組合による解体費用の確保のあり方
について検討を行う。 等

必要な修繕積立金の水準の上昇

（円/戸・月）

修繕積立金の積立状況

建替えにおける区分所有者の平均負担額
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不足している
34.8%

不足していない
33.8%

不明
31.4％

○ 検討方針が明らかになった事項については、今後、標準管理規約や管理計画認定基準、ガイドラインの
見直しなど、施策の具体化に向けた検討を開始。

○ とりまとめについて、関係者（マンション居住者、管理業者、修繕工事会社及び設計コンサルタントの従
業員、マンション管理士などの専門家、地方公共団体の職員等）の関心を呼び起こす視点から、国土交
通省HPで公開した上で、広く意見募集を行う。
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⇒ マンションの寿命を見据えた超長期の修繕計画について検討を行う。 等

５割上昇

2012年 2032年

48% 44%
23% 12%

0%

100%

126万戸
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標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するＷＧ

ＷＧの目的

〈WG委員〉
座長 齊藤広子 横浜市立大学国際教養学部 教授

ＷＧ委員等

〈WG委員〉
座長 齊藤 広子 横浜市立大学国際教養学部 教授
委員 戎 正晴 弁護士

江守 芙実 （公財）日本建築家協会
（株式会社江守建築設計）

鎌野 邦樹 早稲田大学大学院法務研究科 教授
久保 依子 （一社）マンション管理業協会 専門委員
櫻井 雅彦 東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マン

ション施策推進担当課長
佐藤 元 弁護士・横浜市立大学大学院都市社会文化

研究科 客員准教授
塩﨑 雄 所沢市街づくり計画部街づくり計画担当参事

スケジュール（案）

検討会の位置づけ・開催方針

○ ＷＧは、今後のマンション政策のあり方に関する検討会の下に設けるもの。
○ 各回は、公開（傍聴可能）で行う（議事要旨、会議資料も後日、HPで掲載）。オンラインと対面開催のハイブリット方式で開催。

○ マンションを巡る建物と居住者の「２つの老い」の進行等に伴う各種課題に対応していくため、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会と
りまとめ（2023年８月）」にもとづき、標準管理規約の見直しや、管理計画認定制度のあり方について検討等を行うことを目的とする。

2023年10月頃 第１回 論点の提示、今後の進め方
2023年10月頃 第１回 標準管理規約の見直し①
2023年11月頃 第２回 標準管理規約の見直し②
2023年12月頃 第３回 標準管理規約の見直し③

2024年11月頃 第４回 標準管理規約の見直し④
2024年11月頃 第４回 管理計画認定制度のあり方①
2024年12月頃 第５回 管理計画認定制度のあり方②
2023年 3月頃 第６回 標準管理規約の見直し（案）のとりまとめ
2023年 3月頃 第５回 管理計画認定制度のあり方のとりまとめ

瀬下 義浩 （一社）日本マンション管理士会連合会 会長
武田 知士 堺市建築都市局住宅部住宅施策推進課長
出口 健敬 （一社）不動産協会 事務局長代理
中野谷 昌司（一社）マンション計画修繕施工協会 専務理事
藤木 賢和 NPO法人全国マンション管理組合連合会
藤木 亮介 明海大学不動産学部 准教授
山根 浩司 （公財）マンション管理センター 執行理事
〈オブザーバー〉
法務省民事局
国土交通省不動産・建設経済局参事官付

〈事務局〉
国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付
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主な論点（標準管理規約）

＜今後のマンション政策のあり方に関する検討会を踏まえた対応＞
○ デジタル技術の活用（ＩＴを活用した監査、遠隔地での規約の閲覧 など）
○ ＥＶ用充電設備の設置推進（使用細則の必要性、決議要件の明確化 など）
○ 管理業者が管理者となる場合への対応
○ 所在不明への対応（組合員名簿の更新等、所在不明等区分所有者の探索費用の請求 など）
○ 図書の保管（規約原本の更新、総会資料の保管 など）
○ 管理に関する情報開示（修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など）
○ 宅配ボックス、置き配（決議要件の明確化、優良な使用細則例の検討 など）

＜今後の見直し事項の整理＞
○ 近年のマンションを巡る状況を踏まえた見直し事項の整理
○ 区分所有法の動向を踏まえた見直し事項の整理

主な論点（管理計画認定基準のあり方）

＜今後のマンション政策のあり方に関する検討会を踏まえた対応＞
○ 管理計画認定制度のあり方に関する検討（認定制度の今後の方向性、認定制度の更なる推進に向けた検討 など）
・ ｢段階増額積立方式｣の適切な引き上げ幅に関する基準
・ マンション防災に関する基準 等

＜今後の見直し事項の整理＞
○ 近年のマンション管理を巡る状況を踏まえた見直し事項の整理
○ 区分所有法の見直しを踏まえた見直し事項の整理
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長期修繕計画作成ＧＬ・修繕積立金ＧＬの改定内容の概要

改定内容概要 長期修繕計画
ガイドライン

修繕積立金
ガイドライン

「段階増額積立方式の適切な引上げの考え方」の追記
修繕積立金の積立方式である、段階積立方式に関し極端な引上げ

幅を設定しているマンションが存在する。
将来の資金確保の確実性を担保するための適切な引上げ幅の考え

方を整理した。

〇 〇

「均等積立方式」に関する記載の充実
均等積立方式を採用することの重要性や均等積立方式における将

来的な留意事項について、記載の充実を図った。
〇 〇

「改修工事」「改良工事」の文言の整理
「改良工事」の促進を目的として、長期修繕計画ＧＬ上の「改修工

事」「改良工事」の文言の整理を行った。
〇

凡例）〇：改定あり



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

修繕積立金の実態



修繕積立金の不足と長期修繕計画の見直し時期

長期修繕計画の見直し時期(n=1,404)

現在の修繕積立金の残高が
計画に対して不足していない

39.9%

不明
23.5%

現在の修繕積立金の残高が
計画に対して不足している

36.6%

修繕積立金の積立状況（n=1,402）

５年を目安に
定期的に見直している

63%修繕工事直前に
見直している

９%

修繕工事直後に
見直している

10%

その他
９%

見直していない
４%

不明
５%

【出典】令和5年度マンション総合調査 【出典】令和5年度マンション総合調査

○ 長期修繕計画を定めて修繕積立金を積み立てているマンションのうち、「現在の修繕積立額の残高が、長期修繕計画の予定
積立残高に対して不足していない」と回答したマンションは約40％にとどまる。

○ 長期修繕計画について、定期的（５年ごと）を目安に見直しされているマンションは約63％であり、約37％は定期的に見直し
がされていない。
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修繕積立金の積立方式

【出典】平成30年度マンション総合調査

修繕積立金の積立方式（完成年次別） 修繕積立金の積立方式（予備認定マンション）（n=1,663）

63.8%

53.2%

43.1%

31.5%

23.6%

15.6%

29.6%

39.6%

56.6%

67.8%

11.9%

11.6%

9.7%

3.7%

0.5%

8.7%

5.6%

7.6%

8.2%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1979年以前

1980年～1989年

1990年～1999年

2000年～2009年

2010年以降

均等積立方式 段階増額積立方式 その他 不 明

（n=546）

○ 築年数が浅いマンションほど、「段階増額積立方式」を採用している管理組合の割合は増加傾向にある。2022年4月よ
り開始した予備認定においては、認定を取得したマンションの大半が「段階増額積立方式」を採用している。

均等積立方式
1%

段階増額積立方式
99%

【出典】予備認定マンションの長期修繕計画を基に国土交通省作成
（2023年3月までに認定されたもののうち分析可能な546件を分析）
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あり
（81%）

なし
（19%）

修繕積立金の値上げを総会の議案とした
総会における質疑応答の有無（n=2,531）

【出典】マンションみらい価値研究所「管理組合は修繕積立金を値上げできるか。～積立金の値上げ議案に対するネガティブな質疑の6類型～」を参考に、
国土交通省が作成。（https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/report/220714_report_01）

修繕積立金の値上げの困難性

修繕積立金の値上げを総会の議案とした総会における
質疑の内容（抜粋）

 生活に支障が出るから値上げに反対。
 修繕工事のうち何項目かを先延ばししてほしい。
 値上げの根拠がわからない。値上げの根拠となる長期修繕計画

の説明が不足している。
 マンション販売時には、積立金は値上がりしないと聞いた。
 積立金の水準が国のガイドラインに照らして十分であったはずな

のになぜ値上げしないとならないのか。
 増額幅が大きすぎる。
 値上げを何回かに分けて、一度の値上げ幅を小さくしてほしい。
 値上げではなく、不足する分を借り入れることは検討したのか。
 このような重大な議案については、事前にアンケート調査を実施す

べき。
 値上げをしても滞納が増えるだけではないのか。
 これ以上は上がらないという金額の上限設定をするべき。

○ 修繕積立金の値上げを議案とする総会においては、多くの管理組合において質疑応答が行われている。
○ 質疑応答の内容としては、値上げに対する懸念や反対などネガティブなものもあり、修繕積立金を値上げすることが困難

な状況があると考えられる。
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段階増額積立方式における修繕積立金の引上げ幅

■修繕積立金の積立方式のイメージ（均等積立方式と段階増額積立方式）

■近年の「段階増額積立方式」の増額幅について
（予備認定制度において提出された段階積立方式を採用している３３９件を分析）

 計画当初から最終計画年までの引上げ幅 平均 ４．１倍
 仮に住戸面積が７０㎡と仮定した場合、

計画の初期額が ７，３３６円／月
計画の終期額が ２８，１８９円／月

5,000

10,000

15,000

25,000

5年 10年 15年 20年 25年 30年

修繕積立金の増額幅（円／戸・月）

段階増額積立方式とした場合の初期額
７，０００円

20,000

30,000

均等積立方式とした場合
１９，２５０円

段階増額積立方式とした場合の最終額
２８，０００円
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39404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778

（千円／月）
平均収入

年齢（歳）

修繕積立金額（円／㎡・月）

全年齢平均給与額と分譲時長期修繕計画における修繕積立金推移の比較

n＝3,443

初年 築５年 築１０年 築１５年 築２０年 築２５年 築３０年 築年数築３５年 築４０年

【出典】既存マンションのサンプル・平成30年賃金構造基本統計調査第１表産業計を基に国土交通省作成

○ ４０歳※に新築マンションを購入したと仮定し、平均収入と修繕積立金額の推移の比較を行った。
○ 概ね築１５年（５０代半ば）を超えると収入は減少傾向となる一方、修繕積立金額は年々上昇する傾向があり、計

画通りに引き上げることが困難となることが見込まれる。
※令和４年度住宅市場動向調査報告書（国土交通省）における分譲集合住宅の一次取得者（世帯主）の平均年齢３９．９歳

平均収入 修繕積立金額（中央値） 修繕積立金額（2/3が包含される範囲の分布）

40 5045 55 6560 7570 80
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

段階増額積立方式における適切な引き上げの考え方



段階増額積立方式おける適切な引上げの考え方

段階増額積立方式については築年数の経過に応じて、必要な修繕積立金が増加することや区分所有者
の高齢化等により費用負担が困難化していくことを踏まえ、早期に引上げを完了させることが望ましく、実現
性をもった引上げにより、修繕積立金の早期の引上げを完了し、均等積立方式へ誘導することを目的とし
て、段階増額積立方式における適切な引上げの考え方を以下のとおり示す。

段階増額積立方式おける適切な引上げの考え方

5年 10年 15年 20年 25年 30年

100

200

300

400

初期額

修繕積立金額
（円／㎡・

月）

０．６倍

１．１倍

▲ 均等積立方式とした場合

の修繕積立金額

最終額

初年度 計画年度（年）

段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額と
した場合、計画の初期額は基準額の０．６倍以上、計画の最終額は基準額の１．１倍以内とする。
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基準値設定の考え方

＜分析方法＞
管理計画認定マンション１５３件について、均等積立方式とした場合の額を基準額とし、計画の初期額の基準額に対す

る倍率、計画の最終額の基準額に対する倍率をそれぞれ算出し、サンプルの２／３が包含される幅を基準とする

＜基準の設定に係る考え方＞
修繕積立金に係る管理水準が高いと考えられる管理計画認定マンション（段階増額積立方式のほか、均等積立方式

のマンションも含む。）を対象として、その標準的な傾向を参考にして設定する。

○ 均等積立方式とした場合の修繕積立金額との倍率を制限する。

均等積立方式とした場合の金額
に対する初期額の倍率

０倍 １倍 ２倍サンプルの
2/3が包含される幅

均等積立方式とした場合の金額
に対する最終額の倍率

１倍

（サンプル数）

（倍率） （倍率）
サンプルの

2/3が包含される幅

5年 10年 15年 20年 25年 30年

100

200

300

400

500

初期値

▲均等積立方式とした
場合の修繕積立金額

最終額

（円／㎡・月）

倍
率

倍
率
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短期間に極端な増額が必要な場合の考え方

○ マンションの中には現時点で設定されている修繕積立金額が低く、管理適正化のために短期間で極端な引き上げを計
画する必要があるものも存在する。

○ そうしたケースでは、当該引き上げについて総会において決議が得られていれば、当該引き上げ後の計画のみを審査の対
象とすることが考えられる。

5年 10年 15年 20年 25年 30年

100

200

300

400

500

初期額

（円／㎡・月）
審査対象

最終額

▲均等積立方式とした
場合の修繕積立金額

認定不可

計画の初期に引き上げを計画している場合 計画の初期に引き上げを計画しており、
すでに総会で合意が取れている場合

5年 10年 15年 20年 25年 30年

100

200

300

400

500

初期額

（円／㎡・月）

均等積立方式とした
▼場合の修繕積立金額

認定

すでに総会にて合意
が取れている増額

最終額

審査対象
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 ［段階増額積立方式における適切な引上げの考え方］

• 段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場
合、計画の初期額は基準額の０．６倍以上、計画の最終額は基準額の１．１倍以内とする。

 具体的な計算方法

０．６×Ｄ ≦ Ｅ かつ １．１×Ｄ ≧ Ｆ

※ Ａ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額（円） Ｂ：マンションの総専有床面積（㎡）

Ｃ：長期修繕計画の計画期間（月）

Ｄ：計画期間全体における月あたりの修繕積立金の平均額 ＝Ａ÷Ｂ÷Ｃ（円／㎡・月）

Ｅ：計画期間全体における月あたりの修繕積立金の最低額（円／㎡・月）

Ｆ：計画期間全体における月あたりの修繕積立金の最高額（円／㎡・月）

段階増額積立方式における適切な引上げの考え方

 留意事項

• 「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」については、実現性をもった引上げにより、修繕積立金の早
期の引上げを完了し、均等積立方式へ誘導することを目的とするものであり、例えば、工事費高騰等の状況を踏ま
えた長期修繕計画の見直しにあたって、管理適正化のために現在の修繕積立金額の額を大幅に引上げる等を制限
するものではない。

5年 10年 15年 20年 25年 30年

100

200

300

400

初期額

修繕積立金額
（円／㎡・月）

０．６倍

１．１倍

▲ 均等積立方式とした場合

の修繕積立金額

最終額

初年度 計画年度（年）

※ 左記は、段階増額積立方式において、
計画初年度から５年ごとに３回の引上げ
を行う場合を一例として図示したもので
あり、具体的な引上げ計画は、個々のマ
ンションに応じて異なる。

 段階増額積立方式における適切な引上げの考え方（イメージ）］
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＜今後の方針＞

管理計画認定制度のあり方（管理計画認定基準の見直しのあり方）

［管理計画認定基準の見直し等に向けて］

○ 「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」 については、「長期修繕計画作
成ガイドライン」や「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」等の関係ガイドライン
へ速やかに反映させることとする。

○ その上で、「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」については、まずは、
区分所有者、管理組合、管理業者、マンション管理士、管理組合を支援するNPO法人、
不動産事業者、地方公共団体等のマンション関係者に対して、広く周知を行うこととし、
その後、活用状況、実効性の把握や、修繕積立金の引上げ状況に関する更なる分析
等を進めつつ、将来的に管理計画認定基準への反映について検討を行うこととする。

○ なお、管理計画認定基準への反映の検討にあたっては、それぞれの内容を全国的に
一律の基準とすることの妥当性を考慮して行う。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「均等積立方式」に関する記載の充実



マンションの修繕積立金に関するガイドライン
改正後 改正前

４ 修繕積立金の積立方法について
（１）修繕積立金の積立方法

修繕積立金の積立方法には、長期修繕計画で計画された修
繕工事費の累計額を、計画期間中均等に積み立てる方式（均
等積立方式）の他、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値
上げする方式（段階増額積立方式）があります。また、購入
時にまとまった額の基金（「修繕積立基金」と呼ばれま
す。）を徴収することや、修繕時に一時金を徴収する又は金
融機関から借り入れたりすることを前提とした積立方式を採
用している場合もあります。
段階増額積立方式や修繕時に一時金を徴収する方式など、

将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際
に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する事
例も生じていることに留意が必要です。
将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観

点からは、均等積立方式が望ましい方式といえます。
段階増額積立方式については築年数の経過に応じて、必要な
修繕積立金が増加することや区分所有者の高齢化等により費
用負担が困難化していくことを踏まえ、早期に引上げを完了
させることが望ましいです。

４ 修繕積立金の積立方法について
（１）修繕積立金の積立方法

修繕積立金の積立方法には、長期修繕計画で計画された修
繕工事費の累計額を、計画期間中均等に積み立てる方式（均
等積立方式）の他、当初の積立額を抑え段階的に積立額を値
上げする方式（段階増額積立方式）があります。また、購入
時にまとまった額の基金（「修繕積立基金」と呼ばれま
す。）を徴収することや、修繕時に一時金を徴収する又は金
融機関から借り入れたりすることを前提とした積立方式を採
用している場合もあります。
段階増額積立方式や修繕時に一時金を徴収する方式など、

将来の負担増を前提とする積立方式は、増額しようとする際
に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する事
例も生じていることに留意が必要です。
新築マンションの場合は、段階増額積立方式を採用してい

る場合がほとんどで、あわせて、分譲時に修繕積立基金を徴
収している場合も多くなっています。このような方式は、購
入者の当初の月額負担を軽減できるため、広く採用されてい
ると言われています。

19

○ 均等積立方式が安定的に資金確保という観点において望ましい旨の追記と、段階積立方式を採用している場合に早期に均等積立方式に
移行することの重要性について追記を行った。

均等積立方式に関する記載の充実

凡例）赤：追記 青：削除
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○ 均等積立方式を採用した場合も工事費の高騰等、社会情勢を鑑み必要に応じて修繕積立金の値上げが必要な旨の追記を行った。

均等積立方式に関する記載の充実（長期修繕計画ＧＬ）

長期修繕計画作成ガイドライン
改正後 改正前

第２節 修繕積立金の額の設定方法
１ 修繕積立金の積立方法
＜コメント＞

◆修繕積立金の積立方法は、一般的に次のものがあります。
①均等積立方式：計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立
金の額が均等となるように設定する方式
②段階増額積立方式：当初の積立額を抑え、段階的に増額す
る方式

◆長期修繕計画は５年程度ごとに見直しますが、一般的に経
年30年から40年に高額な工事が見込まれるため、経年10年
目以降の見直しにおいて、計画期間の推定修繕工事費の累計
額の増加に伴って修繕積立金の額も増加します。したがって、
計画の作成時においては均等であっても、見直しにより増額
となることを前提としておく必要があります。また、工事費
の高騰等の要因によって必要な修繕積立金の額が増加するこ
とも考えられます。均等積立方式を採用している場合であっ
ても、適宜適切に長期修繕計画の見直しを行い、必要に応じ
て修繕積立金の引上げを行う必要があります。

第２節 修繕積立金の額の設定方法
１ 修繕積立金の積立方法
＜コメント＞

◆修繕積立金の積立方法は、一般的に次のものがあります。
①均等積立方式：計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立
金の額が均等となるように設定する方式
②段階増額積立方式：当初の積立額を抑え、段階的に増額す
る方式

◆長期修繕計画は５年程度ごとに見直しますが、一般的に経
年30年から40年に高額な工事が見込まれるため、経年10年
目以降の見直しにおいて、計画期間の推定修繕工事費の累計
額の増加に伴って修繕積立金の額も増加します。したがって、
計画の作成時においては均等であっても、見直しにより増額
となることを前提としておく必要があります。

凡例）赤：追記 青：削除



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「改修工事」「改良工事」の文言の整理
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○ 「改良工事」の促進を目的として、長期修繕計画ＧＬ上の「改修工事」「改良工事」の文言の整理を行った。

「改修工事」「改良工事」の定義

       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

性
能 

補
修 

修
繕 

劣化 

経
年 

社会の変化等により向
上していく水準 

初期性
 

１回目の大規模修繕 
（12～15 年目程度） 

改
良 

改
修 

改
修 

２回目の大規模修繕 
（24～30 年目程）

 

３回目の大規模修繕 
（36～45 年目程度） 

修
繕 

補
修 

改
良 

修
繕 

改
良 

補
修 

今日の一般的住宅水準 

改
修 

※回数を重ねるごとに、改良の割合を大きくした改修工事とすることが重要 

（出典：「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」／ 国土交通省に一部加筆）
①改修：現状レベルを現時点で望まれるレベルまで回復させる（修繕＋改良）
②修繕：現状レベルを新築当初のレベルまで回復させる
③補修：現状レベルを実用上支障のないレベルまで回復させる



ページ 記載内容 判定 メモ
３ 2 調査・診断の概要

(1) 劣化の現象と原因
(2) 修繕（改修）方法の概要

○ 修繕工事は改修工事に含まれているもの
なのであり、この記述において改良工事
という意味を含んでも違和感ないため、括
弧書きで改修と示されている記述で問題
ない。

８ マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、
適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及
び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。

× 性能向上を図るという目的に着目して記
載しているため、「改良」が適切。

８ ①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概
算の費用等を明確にする。

○ ここでは、①性能等を回復する工事（修
繕）、②修繕と改良を併せて行う工事（改
修）を示していることから、現行の表現で
問題ない。

８ ③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意し
ておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。

○ ここでは、①性能等を回復する工事（修
繕）、②修繕と改良を併せて行う工事（改
修）を示していることから、現行の表現で
問題ない。

８ 区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させ
る改修工事を設定する。

× 性能向上を図るという目的に着目して記
載しているため、「改良工事」が適切。

９ （・建物及び設備の性能向上を図る改修工事に要する費用を含めた収支
計画としています。）

× 性能向上を図るという目的に着目して記
載しているため、「改良工事」が適切。

３８ 大規模修繕工事の機会をとらえて、マンションの省エネ性能を向上させる
改修工事（壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等）を実施
することは脱炭素社 会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担
を低下させる観点からも有意義と考えられます。

× 性能向上を図るという目的に着目して記
載しているため、「改良工事」が適切。

３８ 大規模修繕工事の機会をとらえて、マンションの省エネ性能を向上させる
改修工事（壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等）を実施
することは脱炭素社 会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担
を低下させる観点からも有意義と考えられます

○ この記述における改修工事は、一般的な
用語としての「断熱改修工事」という使用
方法であるため、改修工事という表現で
問題ない
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○ 長期修繕計画ＧＬ上の「改修工事」「改良工事」の文言を整理し、必要に応じて改定を行った。

長期修繕計画ＧＬにおける「改修工事」「改良工事」の整理

凡例）〇：改定不要
×：改定必要



【参考】マンションの防災対策に関する取組の整理

○ 大規模な自然災害等が発生した場合に備え、平時から管理組合や区分所有者において取組を進めるべき防災対策の
例として、「防災マニュアルの作成・周知」、「防災訓練の実施」、「防災情報の収集・周知」、「防災用名簿の作成」、「
防災物資等の備蓄」、「防災組織の結成」を提示。

※（ ）内は、マンション総合調査＜◆＞、マンション管理適正評価制度＜●＞地方公共団体の独自基準＜■＞の記載事項の例

防災マニュアルの作成・周知

防災訓練の実施 防災物資等の備蓄

防災情報の収集・周知

防災用名簿の作成

防災組織の結成

◆災害時の避難場所を周知している。
◆防災・災害対応策に関する情報を収集・周知してい

る。
●ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収

集・周知
●災害発生時における被害状況・普及見通しに関す

る情報収集・提供体制の整備
■掲示板に防災・災害対策情報を記載していること。

◆防災用品や衣料品・医薬品を備蓄している。
◆非常食や飲料を備蓄している。
◆生活用水の供給体制を確保している。
●災害時に必要となる道具・備品等の備蓄
■防災物資の点検（使用期限等）を行ってい

ること。

◆災害時のマニュアルを作成している。
●災害対応マニュアル等の作成・配布
■防災マニュアルを作成・周知すること。

◆防災用名簿を作成している。
●災害発生時における居住者の安否確認体制

の整備
●高齢者が入居する住戸の記した防災用名簿

が作成されている。
■要支援者名簿を作成すること。

◆自主防災組織を組織している。
■防災組織として管理規約上に定めること。
■地域の防災組織への参加。

◆定期的に防災訓練を実施している
●消防訓練の実施状況
●災害発生時における居住者の安否確認体制

の整備
■定期的な避難訓練を実施すること。

平時から管理組合や区分所有者において取組を進めるべきマンションの防災対策
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